
障害者基本法（昭和 45 年法律第 84 号）（抄） 

 

 

（職業相談等） 

第 18 条 国及び地方公共団体は、障害者の職業選択の自由を尊重しつつ、障害

者がその能力に応じて適切な職業に従事することができるようにするため、障

害者の多様な就業の機会を確保するよう努めるとともに、個々の障害者の特性

に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施

策を講じなければならない。 

2 国及び地方公共団体は、障害者の多様な就業の機会の確保を図るため、前項

に規定する施策に関する調査及び研究を促進しなければならない。 

3 国及び地方公共団体は、障害者の地域社会における作業活動の場及び障害者

の職業訓練のための施設の拡充を図るため、これに必要な費用の助成その他必

要な施策を講じなければならない。 

 

（雇用の促進等） 

第 19 条 国及び地方公共団体は、国及び地方公共団体並びに事業者における障

害者の雇用を促進するため、障害者の優先雇用その他の施策を講じなければな

らない。 

2 事業主は、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇

用の機会を確保するとともに、個々の障害者の特性に応じた適正な雇用管理を

行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。 

3 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用の

ための経済的負担を軽減し、もってその雇用の促進及び継続を図るため、障害

者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助

成その他必要な施策を講じなければならない。 

 

（住宅の確保） 

第 20 条 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安定した生活を営

むことができるようにするため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の

日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなけれ

ばならない。 

 

（公共的施設のバリアフリー化） 

第 21 条 国及び地方公共団体は、障害者の利用の便宜を図ることによって障害

者の自立及び社会参加を支援するため、自ら設置する官公庁施設、交通施設（車

両、船舶、航空機等の移動施設を含む。次項において同じ。）その他の公共的

施設について、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等



の計画的推進を図らなければならない。 

2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、障害者の利用の便宜を図

ることによって障害者の自立及び社会参加を支援するため、当該公共的施設に

ついて、障害者が円滑に利用できるような施設の構造及び設備の整備等の計画

的推進に努めなければならない。 

3 国及び地方公共団体は、前 2 項の規定により行われる公共的施設の構造及び

設備の整備等が総合的かつ計画的に推進されるようにするため、必要な施策を

講じなければならない。 

4 国、地方公共団体及び公共的施設を設置する事業者は、自ら設置する公共的

施設を利用する障害者の補助を行う身体障害者補助犬の同伴について障害者

の利用の便宜を図らなければならない。 

 

（防災及び防犯） 

第 26 条 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会において安全にかつ安心し

て生活を営むことができるようにするため、障害者の性別、年齢、障害の状態

及び生活の実態に応じて、防災及び防犯に関し必要な施策を講じなければなら

ない。 

 


